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○令和３年度の財政状況について 

 

本村では、平成２７年１月に総務省が作成した「統一的な基準による地方公会計

マニュアル」に基づき、平成２８年度決算から財務書類を作成しています。 

この度、令和３年度決算に係る財務書類を作成しましたので、一般会計及び国民

健康保険事業をはじめとする各特別会計を併せた全体の状況について、その概要を

公表いたします。 

令和３年度末において、村が保有する資産の合計は約212億円であり、負債（将来

返済を要する資金）の合計は約19億円となっております。 

また、資産の合計から負債の合計を差引いた額が純資産となりますが、令和３年

度は新型コロナウイルス感染症対策などの臨時的な損失が大きく、令和２年度と比

較して約８億円減少し、令和３年度末残高は193億円となりました。 

以上のことから、負債はあるものの、それを大きく上回る資産を保有しているた

め、村の財政状況は健全な状態が保たれているということができます。 

詳細につきましては、次ページ以降に掲載しておりますのでご確認をお願いしま

す。 
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